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令和８ 年２ 月５ 日（ 第１ ９ ６ 回）  

G 議案１  



 

 

 

川越都市計画土地区画整理事業の変更 （ 川越市決定）  

 

都市計画川越所沢線沿道整備土地区画整理事業を次のよ う に決定する 。  

「 施行区域は計画図表示のと おり 」                 

 理 由 

本地区は、川越市の中心市街地であり 都市機能誘導区域である Ｊ Ｒ 川越線・ 東武東上

線川越駅西口に位置し 、 周辺では複数の官民複合拠点施設や大規模マンショ ン等の建

設が行われ、都市機能誘導や居住誘導が進展し ている が、都市計画道路等の都市基盤が

未整備で低未利用地も 点在し ている 状況である 。  

以上のこ と から 、 未整備の都市計画道路等道路ネッ ト ワ ーク を早期に整備する と と

も に、沿道への敷地の再配置や整序を行い土地の有効高度利用の促進を図る ため、土地

区画整理事業区域約 1. 7ha を都市計画決定する も のである 。  

 

都市計画と し て定める 区域 

 埼玉県川越市新宿町１ 丁目の一部 

名  称 川越所沢線沿道整備土地区画整理事業 

面  積           約１ ． ７ ｈ ａ  

公
共
施
設
の
配
置 

道 路 

種 別 名 称 幅員 延 長 備 考 

幹線街路 
3・ 5・ 18 

川越所沢線 
16m  235m  

上記１ 路線を根幹と し て、区画道路(幅員 8～12m )を宅地の利便

に供する よ う に適宜配置する 。  

その他の 

公共施設 

区域内の宅地に上水を適切に供給でき る よ う に、 上水道を配置

する 。  

区域内の下水を適切に処理でき る よ う に、 下水道を配置する 。  

宅地の整備 
本地区の土地利用計画は、 従前の土地利用を考慮し て、 住宅地

と し ての土地利用を計画する 。  
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理 由 書 

 

本理由書は、 都市計画法第２ １ 条第２ 項の規定において準用する 同法第１ ７

条第１ 項の規定に基づき 、 都市計画の決定についての理由を示し たも のです。  

 

１  施行区域の位置、 現状及び課題 

 ・ 本地区は、 JR 川越線・ 東武東上線川越駅西口から 南西約 350m に位置し 、 県南西部地

域の中核拠点である 西部地域振興ふれあい拠点施設「 ウ ェ ス タ 川越」 に隣接する 川越

市新宿町 1 丁目地内の面積約 1.7ha の地区である 。  

 ・ 本地区が位置する 川越駅西口周辺は、 近年、「 ウ ェ ス タ 川越」 や川越駅西口市有地利活

用事業によ る「 ユープレイ ス 」 と いった官民複合拠点施設の整備のほか、業務用ビルや

高層マンショ ン等の大規模民間開発が進展し ており 、 こ れら に伴う 交通需要の増加に

対し て、 都市計画道路等の道路ネッ ト ワ ーク の整備が急務と なっている 。ま た、川越市

都市計画マス タ ープラ ンや川越市立地適正化計画において、 都心核や都市機能誘導区

域に位置づけら れており 、商業・ 業務機能の集積と 利便性の高い都市型住宅地の形成が

求めら れている 。  

・ その中で本地区は、未整備の都市計画道路川越所沢線を地区内に含み、近隣商業地域で

あり ながら 駐車場等の低未利用地が点在する 地区と なっている 。  

 

２  事業の目的及び必要性 

 ・ 川越市の中心市街地に位置し ながら も 、 都市基盤が脆弱で低未利用地が点在する 本地

区において、 都市計画道路川越所沢線の整備に併せた周辺の基盤整備を行い、 道路ネ

ッ ト ワ ーク の整備と 土地の有効高度利用促進を図り 、 既成市街地の再生を図る も ので

ある 。  

 

３  施行区域の上位計画における 位置づけ 

  

  《 川越都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針》 ( 令和５ 年１ ０ 月)  

   第１  都市計画の目標 

    ３  地域毎の市街地像  

    〇 中心拠点 

       川越駅、 川越市駅、 本川越駅、 高麗川駅の周辺は、 環境と の調和に配慮し

ながら 、 商業業務施設、 公共施設、 医療・ 福祉・ 子育て支援施設など多様な

都市機能を集積し 、 ま ちの顔と なる 拠点を形成する 。  
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   第３  主要な都市計画の決定の方針 

    １  土地利用に関する 主要な都市計画の決定の方針 

    〇 商業地 

       商業地は、 経済圏及び生活圏、周辺の土地利用、 基盤整備の状況や将来計画

等を勘案する と と も に、 交通ネッ ト ワ ーク の形成と の関係を考慮し て配置す

る 。  

       本区域の核と し て、商業業務機能の集積を図る 商業地は、主と し て中心拠点

に配置する 。生活利便性を確保する ための商業地は、近隣の住宅地の住民に対

する 日用品の供給のための店舗等の立地を図る 地域等に配置する 。  

 

《 第四次川越市総合計画( 後期基本計画) 》 ( 令和３ 年３ 月)  

第２  分野別計画 

第４ 章 都市基盤・ 生活基盤 

施策番号１ ９  市街地整備の推進 

３  川越駅西口周辺地区整備の推進 

②都市計画道路等の整備などを進め、 さ ら なる 都市基盤の充実を図り ま す。 

① 集約化の促進( 都心核の形成)  

       本市の中央部に位置する 三駅（ 川越駅、 本川越駅、 川越市駅） 周辺地区から

北部市街地地区に至る 中心市街地を「 都心核」 と 位置付けま す。  

       こ のう ち、 三駅周辺地区は「 都市的活動核」 と 位置付け、 商業や業務などの

機能の充実を図り ま す。ま た、歴史的な建造物のある 北部市街地地区は「 歴史・

水・ 緑核」 と 位置付け、 商業、 文化、 観光等の機能を高めた魅力ある 都市空間

の形成を図り ま す。  

  

《 川越市都市計画マス タ ープラ ン》 ( 令和６ 年１ ０ 月)  

第１ 章 全体構想 

３ ． 将来のま ちづく り のあり 方 

①拠点の形成 

１ ） 都心核 

       ・ 都心核： 三駅（ 川越駅、 本川越駅、 川越市駅） 周辺から 北部市街地に至る   

南北に長い中心市街地 

 ・ 都市的活動核： 三駅周辺 

４ ． 部門別ま ちづく り の方針 

  ①都市的活動核の整備 

       ４ ） 業務施設集積地区と し て川越駅西口周辺の都市拠点の形成 

       ・ 川越駅西口周辺は、土地区画整理事業、幹線道路整備等の基盤整備によ り 、

業務施設集積地区と し て多様な機能の集積を図る こ と で、 都市拠点にふさ わ

し い機能充実を総合的に推進し ま す。  
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《 川越市立地適正化計画》 ( 令和６ 年１ ２ 月( 改定) )  

 ４ ． 都市機能誘導区域 

 ４ －２  都市機能施設の維持・ 誘導を図る 拠点の設定と 拠点別のま ちづく り 方針の

設定 

 都心核（ 三駅を中心と し た周辺、 北部の歴史的町並み周辺）  

    ・ 拠点都市に資する 都市基盤整備を推進し ま す。（ 歩行空間の整備によ る 回遊

性の向上・ 歩いて楽し いま ちづく り の推進によ る 健康増進）  

  

 ６ ． 連携施策 

 ６ －１  公共交通ネッ ト ワ ーク の構築 

 川越市都市・ 地域総合交通戦略の基本目標と 基本方針 

 方向性２  都心核・ 地域核間及び隣接する 都市を結ぶ基幹的交通軸の維持・ 強化 

      ～ま ちづく り を支える 道路整備と 基幹的公共交通の維持・ 強化～ 

    ・ 環状道路や都市計画道路の優先整備路線等、 ま ちづく り を支える 道路を整

備し ま す。  

施策の方針２ －１  交通円滑化のための道路ネッ ト ワ ーク の整備 

   ・ 都市計画道路等の整備を進め、 道路ネッ ト ワ ーク の整備を推進し ま す。  

方向性３  都心核の特性に応じ た移動環境の確保 

施策の方針３ －２  中心市街地における 交通渋滞の緩和 

   ・ 都市計画道路等の整備や交差点改良を推進し ます。  

施策の方針３ －３  拠点を高める 交通結節機能等の充実 

   ・ 川越駅周辺において、 駅前広場、 都市計画道路等及び送迎バス 等の乗降場

所を整備し 、 交通結節機能等の充実と 交通円滑化を図り ま す。  

７ ． 誘導施策 

７ －１  施策の概要 

施策１ －１ ： 交通戦略と 連携し た市街地内の移動利便性の確保 

●交通戦略の推進 

   ・ 都心核・ 地域核間及び隣接する 都市を結ぶ基幹的交通軸の維持・ 強化を図

り ま す。  

施策２ －１ ： 都心核の形成 

●川越市中心三駅周辺地区整備の推進 

   ・「 公的不動産活用を中心と し た、 居心地の良いまち、 安全なま ち、 誰も がい

つま でも 住みたく なる ま ちの実現」 を目標に、 川越市中心三駅周辺地区の

整備を進めま す。  

   ・ 公的不動産活用によ る 都市機能集積や、 広場の整備、 公共交通の利便性向

上等を図り ま す。  

施策３ －２ ： 都心核・ 地域核間及び隣接する 都市を結ぶ基幹的交通軸の維持・ 強化 

●交通円滑化のための道路ネッ ト ワ ーク の整備 
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   ・ 都市計画道路等の整備を図り ま す。  

施策３ －３ ： 都心核の特性に応じ た移動環境の確保 

   ・ 安全で快適な歩行者ネッ ト ワ ーク の構築を図り ま す。  

●中心市街地における 交通渋滞の緩和 

   ・ 都市計画道路等の整備を図り ま す。  

 

４  関連する 都市計画の決定状況 

 ・ 本地区の土地区画整理事業の決定と 合わせた他の都市計画の変更はあり ま せん。  
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